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人吉市地域公共交通活性化協議会と
の統合について

Ｒ5.11.28（火） 人吉市地域公共交通活性化協議会

議事１

３



根拠法令：道路運送法を根拠とする組織

協議事項：地域の実情に即した輸送サービスの
実現に必要となる事項を協議を行う
ために設置

構成メンバー：行政、運送事業者、市民等
１８名で組織

H22.4～人吉市地域公共交通会議

根拠法令：地域公共交通の活性化及び再生に関
する法律を根拠とする組織

協議事項：地域公共交通計画の策定及び変更、
実施に必要な事項を協議を行うため
に設置

構成メンバー：行政、運送事業者、市民等
２３名で組織

H27.12～人吉市地域公共交通活性化協議会

人吉市地域公
共交通活性化
協議会

人吉市地域
公共交通会議

（新）人吉市地域公共交通会議

１ 現在の状況

人吉市においては、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため、
平成２２年４月に道路輸送法に基づく「人吉市地域公共交通会議」を設置し、加えて、地域公共
交通計画の策定及び変更、実施に必要な事項を協議するため、地域公共交通の活性化及び再生に
関する法律に基づく「人吉市地域公共交通活性化協議会（法定協議会）」を平成２７年１２月に
設立している。

２ 交通会議と法定協議会の統合
（１）統合の理由

下記の事項を踏まえ、交通会議と法定協議会を統合する。
ア 目的は異なるが、いずれも地域公共交通に関し協議する組織である。
イ 法定協議会委員のほぼ全員が交通会議の委員でもあり、委員が重複している。
ウ 構成メンバーの負担軽減及び効率的な協議会運営をする。

上記の理由に加え、国土交通省からも地域公共交通分野に係る各協議会等を活性化協議会に
一元化することを可能と通知で明確化されており、他自治体においても一元化を行っている状
況である。また、熊本県内の状況は、１７市町村で一元化を行っている。

（２）統合の手法
人吉市地域公共交通活性化協議会の機能を人吉市地域公共交通会議に統合し、人吉市地域公

共交通活性化協議会を廃止する。
統合にあたっては、現行の人吉市地域公共交通会議の業務に人吉市地域公共交通活性化協議

会の所掌事務等を追加する。

（１）人吉地域公共交通活性化協議会と人吉市地域公共交通会議の統合
について

４



３ 構成委員（案）

人吉市地域公共交通活性化協議会 委員

１ 人吉市 副市⾧
２ 人吉市復興政策部 部⾧
３ 人吉市町内会⾧連合会 会⾧
４ 人吉市老人クラブ連合会 会⾧
５ 九州旅客鉄道株式会社熊本支社人吉駅 駅⾧
６ くま川鉄道株式会社 副社⾧
７ 産交バス株式会社人吉営業所 所⾧
８ 人吉球磨タクシー協会 会⾧
９ 人吉市予約型乗合タクシー運行事業者 代表

１０ 熊本県県南広域本部球磨地域振興局
土木部維持管理調整課 課⾧

１１ 人吉市復興建設部道路河川課 課⾧
１２ 熊本県人吉警察署交通課 課⾧
１３ 熊本高等専門学校

建築社会デザイン工学科 准教授
１４ 大分大学経済学部門 教授
１５ 一般社団法人人吉温泉観光協会 副代表
１６ 人吉市社会福祉協議会 事務局⾧
１７ 人吉医療センター総務企画課 課⾧
１８ 国土交通省九州運輸局熊本運輸支局 首席運輸

企画専門官
１９ 国土交通省九州運輸局熊本運輸支局 首席運輸

企画専門官
２０ 熊本県企画振興部交通政策

・統計局交通政策課 課⾧
２１ 錦町総務課 課⾧
２２ 山江村総務課 課⾧
２３ 球磨村復興推進課 課⾧

人吉市地域公共交通会議 委員

１ 人吉市復興政策部 部⾧
２ 人吉市復興政策部 政策統括監
３ 人吉市町内会⾧連合会 会⾧
４ 人吉市老人クラブ連合会 会⾧
５ 産交バス株式会社人吉営業所 所⾧
６ 一般社団法人熊本県バス協会 専務理事
７ 人吉球磨タクシー協会 会⾧
８ 一般社団法人熊本県タクシー協会 事務局⾧
９ 人吉市予約型乗合タクシー運行事業者 代表

１０ 全九州産業交通労働組合 副執行委員⾧
１１ 熊本県自動車交通労働組合 副執行委員⾧
１２ 熊本県企画振興部交通政策

・統計局交通政策課 課⾧補佐
１３ 熊本県人吉警察署交通課 課⾧
１４ 国土交通省九州運輸局熊本運輸支局 首席運輸

企画専門官
１５ 人吉市社会福祉協議会 事務局⾧
１６ 熊本県県南広域本部球磨地域振興局

土木部維持管理調整課 課⾧
１７ 人吉市復興建設部道路河川課 課⾧
１８ 国土交通省九州運輸局熊本運輸支局 首席運輸

企画専門官
１９ 錦町総務課 課⾧
２０ 山江村総務課 課⾧

〇 公共交通会議と法定協議会の構成委員（現状）

〇 （新）人吉市地域公共交通会議 委員（案）

（新）人吉市地域公共交通会議

１ 人吉市 １７ 熊本高等専門学校
２ 人吉市町内会⾧連合会 会⾧ 建築社会デザイン工学科 准教授
３ 人吉市老人クラブ連合会 会⾧ １８ 大分大学経済学部門 教授
４ 九州旅客鉄道株式会社熊本支社人吉駅 駅⾧ １９ 一般社団法人人吉温泉観光協会 副代表
５ くま川鉄道株式会社 副社⾧ ２０ 人吉市社会福祉協議会 事務局⾧
６ 産交バス株式会社人吉営業所 所⾧ ２１ 人吉医療センター総務企画課 課⾧
７ 一般社団法人熊本県バス協会 専務理事 ２２ 国土交通省九州運輸局熊本運輸支局 首席運輸
８ 人吉球磨タクシー協会 会⾧ 企画専門官
９ 一般社団法人熊本県タクシー協会 事務局⾧ ２３ 国土交通省九州運輸局熊本運輸支局 首席運輸

１０ 人吉市予約型乗合タクシー運行事業者 代表 企画専門官
１１ 全九州産業交通労働組合 副執行委員⾧ ２４ 熊本県企画振興部交通政策
１２ 熊本県自動車交通労働組合 執行委員⾧ ・統計局交通政策課 課⾧
１３ 熊本県県南広域本部球磨地域振興局 ２５ 錦町総務課 課⾧
１４ 土木部維持管理調整課 課⾧ ２６ 山江村総務課 課⾧
１５ 人吉市復興建設部道路河川課 課⾧ ２７ 球磨村復興推進課 課⾧
１６ 熊本県人吉警察署交通課 課⾧

（１）人吉地域公共交通活性化協議会と人吉市地域公共交通会議の統合
について

５



令和５年７月２５日 第１回人吉市地域公共交通活性化協議会

～１１月２８日 第２回人吉市地域公共交通活性化協議会

～令和６年 ３月 人吉市地域公共交通会議条例の改正
人吉市地域公共交通活性化協議会の廃止

４月～ 委員委嘱の手続き等
（新）人吉市地域公共交通会議

５ 移行スケジュール（案）

（１）人吉地域公共交通活性化協議会と人吉市地域公共交通会議の統合
について

６

４ 統合に伴い必要となる人吉市地域公共交通会議条例の改正（案）について

（設置）
第1条 道路運送法（昭和26年法律第183号）の規定に基づき、地域における需要に
応じた市民の生活な必要なバス等の旅客運送の確保その他旅客の利便の増進を図り、
地域の実情に即した運送サービスの実現遺必要となる事項を協議するとともに、地
域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成19年法律第59号）第6条第1項の規
定に基づき、地域公共交通計画の作成及び実施に関し必要な協議を行うため、人吉
市地域公共交通会議（以下「会議」という。）を置く。
（所掌事務）
第2条 会議は、次に揚げる事項を協議するものとする。
⑴ 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様、運賃、料金等に関

する事項。
⑵ 有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項。
⑶ 地域公共交通計画の策定及び変更の協議に関すること。
⑷ 地域公共交通計画の実施に係る連絡調整に関すること。
⑸ 地域公共交通計画に位置付けられた事業の実施に関すること。
⑹ その他会議が必要と認める事項。
（組織）
第3条 会議は、次に揚げる委員をもって組織し、市⾧が任命又は委嘱する。
⑴ 市⾧又はその指名する者。
⑵ 市民又は利用者の代表者。
⑶ 一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体の代表者。
⑷ 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体

の代表者。
⑸ 九州旅客鉄道株式会社熊本支社人吉駅⾧又はその指名する者。
⑹ くま川鉄道株式会社の代表者又はその指名する者。
⑺ 熊本県における関係行政機関の職員。
⑻ 熊本県人吉警察署⾧又はその指名する者。
⑼ 国土交通省九州運輸局熊本支局⾧又はその指名する者。
⑽ 学識経験者その他市⾧が必要と認める者。



人吉市予約型乗合タクシー（下田代線）
の運行時間の追加について

Ｒ5.11.28（火） 人吉市地域公共交通活性化協議会

７



（１）人吉市予約型乗合タクシー（下田代線）運行時間の追加について

１ 概要
人吉市予約型乗合タクシー（下田代線）において、利用者から「１６時台を増便し
てほしい」と多くの要望をいただいており、現在、運行している人吉市予約型乗合
タクシー（５路線）の中でも利用者が一番多く、増便することにより利便性の向上、
利用者の増にもつながるため、人吉市地域公共交通会議において、増便の協議を
行った。

２ 人吉市予約型乗合タクシー（下田代線）概要

項目 内容

名称 下田代線

距離 １１．２km

乗降乗数 ２８か所

運行形態 路線不定期運行

運行ルート 資料Ｐ９

運賃 資料Ｐ９

運行ダイヤ 資料Ｐ１０※追加分あり

運行事業者 つばめタクシー株式会社、株式会社TaKuRoo人吉営業所

３ 利用状況
路線別乗合タクシー利用実績（令和４年度）

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 12月 １月 ２月 ３月 合計 平均

鹿目 53 62 67 44 37 66 67 69 60 55 68 67 715 59.58

西間田野 137 136 128 117 126 98 98 105 103 89 89 99 1,325 110.42

東間田野 104 101 88 119 106 99 107 95 87 75 84 101 1,166 97.17

下田代 248 218 259 169 206 202 196 269 225 202 202 244 2,640 220.00

山江 67 68 87 96 93 73 94 70 87 75 84 90 984 82.00

小計 609 585 629 545 568 538 562 608 562 496 527 601 6,830 569.17

８



４ 人吉市予約型乗合タクシー（下田代線） 路線図・運賃

９

（１）人吉市予約型乗合タクシー（下田代線）運行時間の追加について



（１）人吉市予約型乗合タクシー（下田代線）運行時間の追加について

５ 運行時間追加内容
人吉市予約型乗合タクシー（下田代線）における１６時台の増便について、１０月２６日に開

催した「人吉市地域公共交通会議」において承認されたので、１２月１日からの運行開始に向け、
手続き中です。
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人吉市予約型乗合タクシー（矢岳線）
の実証運行について

Ｒ5.11.28（火） 人吉市地域公共交通活性化協議会
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人吉市予約型乗合タクシー
５路線

大野地区

矢岳地区

肥薩線運休

（２）人吉市予約型乗合タクシー（矢岳線）の実証運行について

① 矢岳地区、大野地区の現状について
人吉市の南部に位置しており、令和２年７月豪雨災害に伴う肥薩線の運休により、唯一の

移動手段であった鉄道が使えなくなり、新たな交通空白地となった地域。人口も、矢岳町が
７３名、大野町１２２名と少なく、併せて高齢化率も高い地域です。
移動手段がないことに加え、高齢化による自家用車での移動ができない方（免許返納者

等）の増えている状況もあり、それぞれの町内から、コミュニティ交通の導入に対する要望
が多い状況です。
そこで、人吉市地域公共交通計画の目標達成に向けた施策でもある「交通空白地への新た

なコミュニティ交通の導入」のため、各町内と懇談会を開催し、導入に向けた検討を行いま
した。
Ｒ5.9.4 人吉市予約型乗合タクシー実証運行に係る懇談会（矢岳町）
Ｒ5.9.11 人吉市予約型乗合タクシー実証運行に係る懇談会（大野町）
Ｒ5.11.13 人吉市予約型乗合タクシー実証運行に係る説明会（大野町）
Ｒ5.11.20 人吉市予約型乗合タクシー実証運行に係る説明会（矢岳町）

まめバス
４路線
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大野町

矢岳町

13

＝居住区域

凡例

（２）人吉市予約型乗合タクシー（矢岳線）の実証運行について



② 人吉市予約型乗合タクシー（矢岳線）の実証運行内容について

項 目 内 容

新設路線 大野経由矢岳線

導入内容 令和２年７月豪雨災害に伴う、交通空白地への移動手段を確
保するため

運行形態 路線不定期運行

運行方法 予約による、時間路線固定型

運行事業者 つばめタクシー株式会社、株式会社TaKuRoo人吉営業所

運行路線

「路線図（Ｐ１５）」のとおり
運行距離 ： ２１．９km
停留所数 ： ３２か所
※路線バスと乗合タクシーが重複している区間は乗降が制限
されます。（人吉産交前～人吉医療センター前）
※一部、フリー乗降区間（区間内であれば規定の停留所以外
でも乗降可能な区間）となります。（蓑野～四ツ谷）

運行日、運休日
運行便数、運行時間

運行日 ： 月・水・金
運休日 ： 火・木・土・日
運行便数 ： ９便（上り５便、下り４便）
運行時間 ： 「時刻表（Ｐ１７．１８）」のとおり

利用料金 「運賃表（Ｐ１９）」のとおり

利用方法

利用者は、事前に電話予約を行う。
（前日予約：受付時間 午前９時～午後６時）
※始発便は前日の予約が必要です

（当日予約：受付時間 午前７時～午後６時）
※乗車時刻の１時間前までの予約ができます

予約は、電話で運行事業者が受け付ける

実証運行期間 令和６年２月１日～令和６年９月３０日

本格運行開始予定日 令和６年１０月１日

その他

・ピーク時に乗車定員を超える場合は、積み残しがないよう
追加車両を配車する。

・毎月、運行事業者からの実績報告を基に運行経費と運賃収
入の差額を、市から運行事業者に補助する。
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③ 矢岳線路線図

※蓑野から四ツ谷の区間
は、乗降フリー区間とし
ます。（青いライン部
分）
※赤いラインは、予約が
あった場合のみ、迂回す
る路線となります。
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③ 停留所住所

停留所名 住所

①人吉産交前 人吉市下青井町３９０ʷ１番地

②青井神社裏 人吉市中青井町３１９ʷ４番地先

③人吉駅前 人吉市中青井町３２６ʷ１番地先

④中青井町 人吉市中青井町３０８番地先

⑤人吉郵便局前 人吉市上青井町１３４ʷ４番地先

⑥西九日町 人吉市紺屋町７３ʷ１番地先

⑦札ノ辻夫婦恵比寿神社前 人吉市九日町３４番地先

⑧新町 人吉市新町１番地先

⑨人吉医療センター前 人吉市老神町３６番地先

⑩球磨地域振興局 人吉市西間下町８６ʷ１番地先

⑪西間下町 人吉市西間下町２５７４ʷ１番地先

⑫西間上町 人吉市西間上町２５０８番地先

⑬市場前 人吉市西間上町２３５５ʷ３番地先

⑭蓑野三差路 人吉市蓑野町９１ʷ３番地先

⑮蓑野 人吉市蓑野町２１５ʷ１番地先

⑯小椎葉 人吉市古仏頂町６８２番地先

⑰下古仏頂 人吉市古仏頂町１３１７ʷ２番地先

⑱渕ノ上 人吉市古仏頂町１２３４ʷ１地先

⑲出口 人吉市古仏頂町１７３２ʷ１地先

⑳大野１班 人吉市大野町４５６１ʷ２０２地先

㉑ふるさと農道 人吉市大野町４５７１ʷ４８９

㉒大野７班 人吉市大野町４５６０ʷ６２

㉓大野集会場前 人吉市大野町４５５６ʷ７４

㉔大野２班 人吉市大野町４５７１ʷ４５地先

㉕大野公民館前 人吉市大野町４５７１ʷ３７０

㉖大野３班 人吉市大野町４５７１ʷ３５０地先

㉗矢岳牧場前 人吉市矢岳町３１８３ʷ１８０

㉘下組 人吉市矢岳町４６０３ʷ１地先

㉙旧矢岳小前 人吉市矢岳町４６８３ʷ１

㉚矢岳駅前 人吉市矢岳町４７５３ʷ１地先

㉛東組 人吉市矢岳町４７１６ʷ８７

㉜四ツ谷 人吉市矢岳町３１９６ʷ４４
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